
ロゴマークの目的

消費者志向経営の更なる推進のため、消費者志向自
主宣言事業者等に活用いただくことにより、事業者の
消費者志向の取組を消費者に広く認知していただく。

ロゴマークの使用範囲

【使用できる者】
①消費者志向自主宣言事業者
②消費者志向経営推進組織構成団体
③その他推進組織が使用を認める事業者

【使用の目的・用途】
消費者志向経営の推進又は消費者志向自主宣言の実施に関する啓発・広報

（例）○自主宣言に関する資料、自主宣言事業者の役員や従業員の名刺
×商品・サービスの販売等に関する資料、商品の容器・包装等

ロゴマークの意味

消費者庁シンボルマークと同じ３色を使用しつつ、
①イエロー：消費者全体の視点
②ブルー ：健全な市場の担い手
③ライトグリーン：社会的責任の自覚

という意味づけをし、３つの消費者志向経営の理念が
無限（∞）を形作ることで、消費者志向経営を継続的
かつ発展的に推進していく。

【ロゴマーク（通常）】

【大臣表彰】 【長官表彰】

（４）これまでの取組⑤：消費者志向経営ロゴマーク
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（５）消費者政策上の位置付け

消費者志向経営は、より望ましい
方向に向けて、消費者・事業者
の連携・協働を促進するもの

「誰一人取り残さない」
持続可能な社会

安全・安心で豊かに
暮らすことができる社会

より望ましい
方向とは？
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（参考）

【フェーズ１】
お客様対応としての
「消費者志向経営」

【フェーズ２】

持続可能な経営基盤として
の「消費者志向経営」

【フェーズ３】
社会的課題解決としての

「消費者志向経営」

すべて消費者の安心・安全に寄与

顧客対応などの個別の事業部門における
取組。

（例）
・安全・安心な商品・サービスの開発
・契約時の丁寧な説明
・商品・サービスのアフターケアやお客様対応

等

経営の中心として位置づけ、事業者全体
で取り組むもの。

（例）
・経営トップのコミットメント
・経営理念、方針への盛り込み
・コーポレートガバナンス
・従業員の積極的活動
・部門間の連携 等

経済価値の追求のほか、社会的課題解決
に向けた取組

・消費者・社会の要望を踏まえた商品・
サービスの開発
・社会課題解決（環境問題等）の取組
・地域社会に貢献する取組 等

CSV

CS経営

ESG

ESG

CSR

11

持続可能な社会の実現
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（参考）消費者基本計画（第３期）工程表

(令和2年度予算案について）
４．事業者における取組の推進・ガバナンスの強化
〇消費者志向経営（愛称：サステナブル経営）の推進 0.1億円（0.05億円）
♢事業者の優れた取組事例の収集や、消費者志向経営の評価指標の開発を行うなど、消費者志向経営の更なる普及に向けた推進策を検
討する。




